
居宅介護支援重要事項説明書 

 

令和７年４月１日現在 

 

１．事業所の居宅介護支援の特徴等 

（１）事業の目的 

事業の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

の介護支援専門員が介護保険法の理念に基づき、要介護状態にある高齢者等に対し、適

切な居宅介護支援を提供します。 

 

（２）経営方針 

① 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその能

力に応じ自立した日常生活ができるよう配慮しながら行います。 

② 利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事

業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し行います。 

③ 利用者に提供される居宅サービスは、公正、中立に行います。 

④ 運営にあたっては、関係機関と連携しながら行います。 

⑤ 指定居宅介護支援を提供するにあたっては、介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 

 

２．サービスの相談窓口 

ロートピア仙南居宅介護支援事業所窓口 

       電話番号 ０１８７（８７）８０１１ 

 

３．事業所の概要 

（１）事業所の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 ロートピア仙南居宅介護支援事業所 

所在地 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕３－２ 

介護保険事業者番号 ０５７２６００５９１ 

サービス提供地域 美郷町（旧仙南村） 

 



（２）事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 計 業務内容 

管理者 

主任介護支援専門員 

介護福祉士 

社会福祉主事 

（１）  （１） 業務の統括 

介護支援専門員 

主任介護支援専門員 

介護福祉士 

社会福祉主事 

３  ３ 

居宅サービスの 

計画作成 

訪問 

※（ ）内は主任介護支援専門員が兼務 

 

（３）サービス提供の時間帯 

営 業 日 月曜日から金曜日 

営 業 し な い 日 年末年始（１２／２９～１／３）、 

土、日曜日、国民の祝日 

営 業 時 間 帯 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

※当事業所は、２４時間連絡体制を確保し、かつ、緊急相談等に対応する体制を確保し

ています。 

 

４．サービスの内容 

（１） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

（２） 要介護認定の申請代行 

（３） 給付管理票の作成 

（４） その他 

 

５．利用料金 

（１）要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担は

ありません。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業所に直接保険給付が

支払われない場合があります。その場合、利用者は１ヶ月につき要介護度に応じ

て下記の利用料を支払い、支援事業所はサービス提供証明書を発行します。サー

ビス提供証明書を後日町村役場窓口等に提出しますと、保険給付の払い戻しを受

けられます。 

 

参考（介護報酬単価による） 

 要介護１・２  １０，８６０円／月 

 要介護３・４・５ １４，１１０円／月 

 

（２）交通費 

・３（１）のサービス提供地域の内外にかかわらず、交通費は一切かかりません。 

 



６．利用者へのお願い 

（１）事業所が交付するサービス利用票、居宅サービス計画書などは、利用者の介護に

関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管してく

ださい。 

（２）医療機関に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員に連絡すると

ともに、入院先の医療機関には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を伝え

てください。 

 

７．サービス内容に関する苦情処理体制 

ア． 指定場所における「意見箱」の設置 

イ． 苦情申出窓口 

担 当 者 職 名 氏 名 連 絡 先 

苦情解決責任者 施 設 長 月 輪  元 ０１８７（８７）８０１１ 

苦情受付担当者 管 理 者 坂 本 孝 志 ０１８７（８７）８０１１ 

 

ウ． 苦情解決委員会 

・ 当法人では苦情解決第三者委員を選任し、「苦情解決委員会」において適切に

苦情解決に努めております。 

・ 苦情解決第三者委員 法 人 監 事  小貫三枝子（美郷町） 

    ＴＥＬ ０１８７（８３）２５８４ 

法 人 監 事  吉方昭子（美郷町） 

ＴＥＬ ０１８７（８３）２４９４ 

 

※苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。 

なお、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

エ． 行政機関その他苦情受付機関 

・  大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 

所在地 大仙市高梨字田茂木１０（大仙市役所 仙北庁舎内） 

ＴＥＬ ０１８７（８６）３９１０ 

・  美郷町役場福祉保健課 

所在地 美郷町土崎字上野乙１７０－１０ 

ＴＥＬ ０１８７（８４）４９０７ 

・  秋田県国民健康保険団体連合会（秋田県市町村会館４Ｆ） 

所在地 秋田市山王四丁目２－３ 

ＴＥＬ ０１８（８８３）１５５０ 

・  秋田県社会福祉協議会（運営適正化委員会） 

所在地 秋田市旭北栄町１－５ 

ＴＥＬ ０１８（８６４）２７２６ 



オ． 苦情処理の概要手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※苦情が軽微な場合には、苦情解決第三者委員、事業主（理事長）への報告・協議並び

に苦情対応責任者から苦情申出人への説明は省略できます。 

 

８．身体拘束廃止への取り組み 

 事業者は、利用者の身体拘束の廃止に努めます。ただし、緊急やむを得ず身体拘束を

する場合は、「身体拘束廃止に関する指針」によるものとします。 

 

９．虐待防止への取り組み 

 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

（１） サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、発生した事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録します。 

（２） 利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１１．第三者評価の実施の有無 

なし 

 

 

 

 

 

苦情申出人 

苦情解決責任者 

（施設長） 

苦情解決第三者委員 秋田県社会福祉協議会等 

事業主 

（理事

①苦情の 

申出 

②苦情内容の確認 

（軽微な場合）説明 

③報告 
⑧報告・協議 

⑨承認 

⑤助言 
④報告 

協議 
⑦助言 ⑥相談 

⑩説明 

苦情受付担当者 

（管理者） 

⑪説明 



１２．支援事業者の概要 

名称・法人の種別 社会福祉法人 六郷仙南福祉会 

代 表 者 名 理事長  照井 冨士男 

所 在 地 秋田県仙北郡美郷町六郷字作山１８７ 

連 絡 先 
電話番号 ０１８７（８４）３６３６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０１８７（８４）３６４６ 

 

事業者があわせて実施するサービス 

サービスの種類（介護保険指定番号） サービスを提供する地域 

・介護予防支援 (0572600591) 美郷町（旧仙南村） 

・通所介護 

・第１号通所事業 
(0572605483) 

美郷町仙南地区、美郷町六郷地区、 

大仙市角間川地区、横手市金沢地区 

・短期入所生活介護 
(0572605491) 大仙・仙北地区、横手・平鹿地区 

・介護予防短期入所生活介護 

・特定施設入居者生活介護 
(0572621118)  

・介護予防特定施設入居者生活介護 

・介護老人福祉施設 (0572650752)  



 ロートピア仙南居宅介護支援事業所サービス提供開始に際し、下記利用者に対して本

書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和  年  月  日 

 

ロートピア仙南居宅介護支援事業所 

 

説明者職名      

 

説明者氏名      

 

 

 

私は、ロートピア仙南居宅介護支援事業所サービス利用開始にあたり、上記説明者よ

り本書面に基づき重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供を受けることについて同

意しました。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者 

住所       

 

氏名       

 

 

（身元引受人） 

住所       

 

氏名       

 

利用者との関係            


